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平成２７年１２月４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結の日 平成２７年１０月５日 

 

判     決 

原告         株式会社Ｘ 

被告         国 

 

主     文 

 １  原告の請求を棄却する。 

 ２  訴訟費用は、原告の負担とする。 

 

       事 実 及 び 理 由 

第１ 当事者の求めた裁判 

 １ 原告 

 （１） 被告は、原告に対し、４０９万００３２円及びこれに対する平成２５年

１２月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 （２） 訴訟費用は被告の負担とする。 

 （３） 仮執行宣言 

 ２ 被告 

 （１） 主文同旨 

 （２） 仮執行宣言を付する場合は、担保を条件とする仮執行免脱宣言及びその

執行開始時期を判決が被告に送達後１４日経過した時とする。 

第２ 事案の概要 

 １ 事案の要旨 

   本件は、国税局徴収職員から滞納国税につき預金の差押えを受けた会社を吸
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収合併した原告が、前記会社を含む関連会社の滞納国税につき、税務調査時に

一定金額（８０００万円）を納付すればよいとされたにもかかわらず、前記差

押えがされたため、前記差押えが違法であるとして、被告に対し、国家賠償法

（以下「国賠法」という。）１条１項に基づき、前記差押えを受けた金額が損

害であるとして損害賠償を求めた事案である。 

 ２ 前提となる事実 

   争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実を認め

ることができる。 

 （１）ア 有限会社Ａ（以下「Ａ」という。）は、ナイトクラブ、バー、キャバ

レー、スナック等の経営等を目的とする有限会社であり、「クラブＡ」

との屋号で、静岡県焼津市において社交飲食店の店舗を経営していた。 

      Ａは、平成２６年６月●日、原告に合併して解散した。（甲１） 

    イ 原告は、平成２１年８月●日に設立された、バー・キャバレーの経営

等を目的とする株式会社であり、「Ｘ」との屋号で浜松市において社交

飲食店の店舗を経営している。なお、社交飲食店「Ｘ」は、平成２１年

８月までは、株式会社Ｂが経営していたが、同年９月１日、営業譲渡に

より、原告に譲渡された。 

      また、原告は平成２６年６月●日、Ａ及び株式会社Ｃを吸収合併し、

これにより、「Ｘ」、「クラブＡ」及び「Ｃ」の３店舗を経営すること

となった。（甲１ないし３） 

  ウ 株式会社Ｃは、バー、キャバレー等の経営等を目的とする株式会社で

あり、「Ｃ」との屋号で、浜松市において社交飲食店の店舗を経営して

いた。なお、社交飲食店「Ｃ」は、平成２１年８月までは、株式会社Ｂ

が経営していたが、同年９月１日、営業譲渡により、株式会社Ｃに譲渡

された。 

    株式会社Ｃは、平成２６年６月●日、原告に吸収合併され解散した。
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（甲３、乙１） 

エ 株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）は、平成８年１月●日に設立され

た、建築請負業、飲食店の経営等を目的とする株式会社であった。 

 Ｂは、平成２１年８月まで、「Ｘ」及び「Ｃ」という名称の社交飲食店

を経営していたが、同年１１月●日、解散した。（乙２） 

 （２） Ａは、平成２６年６月●日、原告に吸収合併されたため、原告は、国税

通則法（以下「通則法」という。）６条により、Ａが納付し又は徴収され

るべき国税を納める義務を承継した。（乙２１） 

 ３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

   本件の争点は、滞納国税についてＡにされた差押えが、国賠法上、違法であ

るかである。 

   （原告の主張） 

 （１）ア 平成２１年８月１０日、原告の事務所に税務調査が入り、浜松西税務

署のＤ統括及びＥ調査官らのほか、名古屋国税局のＦ氏が来訪し、その

後、藤枝税務署も加わり、原告側のＧ（以下「Ｇ」という。）が代表し

て、Ｄ統括及びＥ調査官らと「Ａ」、「Ｘ」及び「Ｃ」の３店舗に関す

る税金の支払いについて話合いを行うこととなった。 

    イ Ｇは、平成２１年１１月２０日、浜松西税務署で、Ｄ統括及びＥ調査

官との間で、上記３店舗に関する税金の支払いについて話合いを行い、

８０００万円を一括納付という条件で折り合いを付けることになった

（以下、かかる合意を「本件合意」という。）。 

      本件合意の対象となった税金としては、少なくとも、Ａの、課税期間

を平成２０年９月から平成２１年５月、法定納期限等を平成２１年６月

１７日とする源泉所得税及びこれについての加算税が含まれている（以

下、この滞納税金を「本件源泉所得税滞納分」という。）。 

原告等は、本件合意後、平成２１年１１月１２日に計５３００万円を納
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付し、その後、順次、修正申告等の手続を経て、①平成２１年１１月２６

日にＡの消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の本税６６

万０１００円、②同年１２月３日にＢの法人県民税・事業税の本税１０３

３万４４００円、③平成２２年２月２５日にＡの法人税・消費税等の重加

算税及び延滞税２０万６８００円、④同日にＢの法人税・消費税等の重加

算税３５９万５５００円、⑤同年４月１日にＢの法人税・消費税等の重加

算税３６８万５４００円をそれぞれ納付した。 

    ウ 平成２５年４月１５日、名古屋国税局のＨ氏が、Ａの税務調査に入る

ことになった。 

      その後、Ａ代表者のＩ（以下「Ｉ」という。）は、名古屋国税局のＪ

徴収官と話合いをもち、平成２１年１１月の本件合意により、滞納税金

はない旨伝えた。さらに、Ｉは、Ｇに相談し、ＧはＪ徴収官に連絡を取

り、本件合意をしたＤ統括及びＥ調査官との話合いの機会を求めたが、

同人らへの確認すらしてもらえなかった。 

このように、話合いをしていた途中であったにもかかわらず、Ｊ徴収官

は、平成２５年１２月１７日、Ａ名義のＫ信用金庫豊田支店の口座（以下

「本件口座」という。）の預金残高４０９万００３２円の全額を差押え（以

下、同差押処分を「本件差押処分」という。）、徴収した。 

    エ Ａは、店舗の運営資金が底をつき、平成２６年６月●日、原告と合併

して解散するに至った。 

    オ 本件合意をした時点までに納期限が到来していた、前記３店舗の「Ｘ」、

「Ｃ」及び「クラブＡ」の国税及び地方税に関する滞納租税がなくなる

旨の合意（本件合意）をしたにもかかわらず、本件差押処分は、本件合

意の対象となる国税を対象とするもので、違法である。 

      Ｇから、藤枝税務署担当者に対し、原告及びＡとＤ統括及びＥ調査官

との間の本件合意について報告しており、同報告を基に藤枝税務署担当
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者や引継ぎを受けた名古屋国税局徴収職員がＤ統括及びＥ調査官に事実

について確認することは容易であるところ、かかる事実の確認を怠り、

本件差押処分に至っており、職務上尽くすべき注意義務を尽くすことな

く漫然と本件差押処分がされた。 

（２） 本件合意にかかわらず、Ｊ徴収官は、職務を行うについて、本件口座の

残高全額を差し押さえた（本件差押処分）のであり、同額が損害となる。 

（３） よって、原告は、被告に対し、国賠法１条１項に基づき、４０９万００

３２円及びこれに対する平成２５年１２月１７日から支払済みまで民法所

定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。 

（被告の主張） 

（１）ア 国賠法１条１項の「違法」は、国又は公権力の行使に当たる公務員が

個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいい、

「違法」があったか否かは、当該公務員の公権力の行使に当たる行為に

ついて、その職務行為の時点を基準として、公権力の主体がその行使に

際して遵守すべき行為規範ないし職務上の法的義務に違反したかどうか

により判断すべきである。その存否の判断は、公務員が職務上尽くすべ

き注意義務を尽くさず漫然と処分を行うという職務義務違反性に求めら

れるから、行政処分をするに当たり、公務員がその負担すべき職務上の

法的義務を果たしたとされる限り、直ちに国賠法上の観点からの違法性

が認められることにならない。 

本件においては、本件差押処分と、①浜松西税務署調査担当職員が平成

２１年１０月１３日に行った、Ｂに対する平成１３年１２月１日から平成

２０年１１月３０日までの７事業年度に係る法人税及び消費税等の申告

内容を確認するための税務調査、及び、②藤枝税務署調査担当職員が、平

成２１年１０月１３日に行った、Ａに対する平成２０年７月１日から平成

２１年６月３０日までの事業年度にかかる法人税及び消費税等の申告内



 6 

容確認のための税務調査（以下、これら①及び②の税務調査を総称して「平

成２１年税務調査」という。）並びにこれに基づく修正申告とでは相互に

対象とする国税を異にし、重なり合わないから、本件差押処分が、既に納

付済みの国税についてされた事実はない。 

    イ 税務署長は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、

その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならず（通

則法３７条１項）、また、滞納者が同督促を受け、その督促に係る国税

をその督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納し

ないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえな

ければならない（国税徴収法（以下「徴収法」という。）４７条１項）。

また、債権の差押えの手続は、第三債権者に対する債権差押通知書の送

達により行う（同法６２条１項）ところ、名古屋国税局徴収職員は、通

則法４３条３項に基づく徴収の引継ぎを受けた上で、第三債務者である

Ｋ信用金庫に対して債権差押通知書を送達して本件差押処分を行った。 

このように、本件差押処分は、通則法及び徴収法所定の手続を経て行わ

れたものであり、その手続においても何ら違法はない。 

以上のとおり、本件差押処分は、名古屋国税局徴収職員が、Ａの滞納国

税を徴収するため、徴収法に基づき適法に行ったものであり、その職務上

通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と差押えをしたと認めら

れるような事情は存在せず、本件差押処分に国賠法１条１項にいう違法は

ない。 

 （２） 原告は、税金の支払について８０００万円を一括納付という条件で折り

合いをつけた（本件合意があった）などと主張している。 

     しかし、納税義務の消滅原因は、納付、免除、時効、還付金の充当、滞

納処分による満足及び滞納処分の停止のみであり、原告が主張する「折り

合いを付けた」ことは、消滅原因に当たらない。 
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     また、Ｄ統括及びＥ調査官は、平成２１年税務調査当時において、浜松

西税務署の職員であり、Ｂの法人税等に係る調査担当者であったのに対し、

本件差押処分に係る滞納国税は、平成２１年税務調査以前にＡが滞納した

源泉所得税、及びその後の平成２５年の税務調査時において発覚したもの

であり、Ｂに対する平成２１年税務調査とは何ら関係がない。 

     さらに、そもそも浜松西税務署調査担当職員に納税額の減免や徴収猶予

をする権限は法律上付与されておらず、まして、同担当職員が、藤枝税務

署長を所轄庁とするＡの滞納国税について、減免や徴収猶予を行うことは

できない。 

     なお、国税の納付に関して、各税法は、原則として納税者に対し、一定

の要件の下、課税価格、税額等を記載した納税申告書を税務署長に提出す

る義務を課しており、これによって税額を確定させる申告納税方式を採用

している（通則法１６条１項１号、２項１号）。すなわち、平成２１年税

務調査後、Ｂ及びＡが納付すべき法人税等の税額が確定したのは、両社が

修正申告書を提出したことによるものであって、浜松西税務署調査担当職

員と「折り合いを付けた」からではない。 

 （３） 以上のとおり、原告が本件差押処分が違法であるとする理由はいずれも

失当である。 

第３ 争点に対する判断 

 １ 前提となる事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認

められ、これを覆すに足りる証拠はない（なお、括弧内の証拠番号は掲記事実

を認めた主要証拠である。）。 

 （１） 本件差押処分の経緯 

    ア Ａが源泉所得税及び消費税等を滞納した経緯 

    （ア） Ａは、平成２０年９月から平成２１年５月までの源泉所得税合計

２８２万４８２０円を法定納期限までに納付しなかった。 
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        そこで、藤枝税務署長は、平成２１年６月１７日、Ａ（当時の商

号は「有限会社Ｌ」）に対し、通則法３６条１項２号に基づき、上

記源泉所得税及び不納付加算税２７万９０００円（本件源泉所得税

滞納分）について、これを徴収するための納税の告知及び加算税賦

課決定処分をした。 

        しかし、Ａは、上記源泉所得税等をその納期限である同年７月１

７日までに完納しなかったため、藤枝税務署長は、同年９月２５日、

Ａに対し、通則法３７条１項に基づき、督促状によりその納付を督

促した。（甲１、乙３、４） 

    （イ） 藤枝税務署長は、Ａが、平成２２年７月１日から平成２３年６月

３０日までの課税期間に係る消費税等の中間申告分本税３６万３１

００円をその納期限までに完納しなかったことから、同年３月２５

日、Ａに対し、通則法３７条１項に基づき、督促状によりその納付

を督促した。 

        その後、Ａは、同月２６日、上記消費税等の本税３６万３１００

円を納付し、延滞税１１００円が確定したが、これを納付しなかっ

た。（乙４） 

    （ウ） 名古屋国税局調査担当職員は、平成２５年４月１５日、Ａに対し、

平成２１年７月１日から平成２４年６月３０日までの３事業年度の

法人税、消費税等及び源泉所得税について税務調査を開始した。 

        同調査の結果、Ａは、平成２５年６月７日、藤枝税務署長に対し、

平成２１年７月１日から平成２２年６月３０日までの課税期間に係

る消費税等の本税を、合計１０７万１２００円とする修正申告を行

った。（乙５） 

    （エ） 藤枝税務署長は、Ａが、上記（ウ）の消費税等についてその納期

限までに完納しなかったことから、Ａに対し、平成２５年６月２６
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日、通則法３７条１項に基づき、督促状によりその納付を督促した。

（乙４） 

    （オ） 藤枝税務署長は、上記（ウ）の調査の結果、Ａが、平成２１年８

月から平成２３年１月までに係る源泉所得税計１０７万４５７０円

を法定納期限までに納付していなかったことから、Ａに対し、平成

２５年６月２６日、通則法３６条１項２号に基づき、上記源泉所得

税、重加算税１４万３５００円及び不納付加算税６０００円につい

て、これを徴収するための納税の告知及び加算税賦課決定処分を行

った。（乙６） 

    （カ） 藤枝税務署長は、平成２５年６月２６日、Ａに対し、通則法６８

条に基づき、上記（ウ）の消費税等に係る重加算税３７万４５００

円の加算税賦課決定処分を行った。（乙７） 

    （キ） 藤枝税務署長は、Ａが、上記（オ）の源泉所得税等及び上記（カ）

の消費税等に係る重加算税について、その納期限までに完納しなか

ったことから、平成２５年８月１４日、Ａに対し、通則法３７条１

項に基づき、督促状によりその納付を督促した。（乙４） 

    （ク） Ａは、平成２５年１２月１７日に本件差押処分を受けるまで、別

紙租税債権目録のとおり、前記（ア）、（イ）、（エ）及び（キ）

において督促した源泉所得税及び消費税等並びに加算税等を完納し

なかった。（乙４） 

    イ 前記アの滞納国税について本件差押処分が実施された経緯 

    （ア） 名古屋国税局長は、平成２５年９月４日、通則法４３条３項に基

づき、藤枝税務署長から、上記アの源泉所得税及び消費税等並び加

算税等を含むＡの滞納国税について、徴収の引継ぎを受けた。（乙

８） 

    （イ） 名古屋国税局徴収職員は、平成２５年１０月９日、Ａの本店所在
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地においてＩと面接し、同月１８日までに上記アの滞納国税の納付

計画を立てるよう指導した。その後、同職員が、同月１８日、Ｉに

対して電話連絡をしたところ、Ｉから納付計画についてまだ検討中

であるとの申出を受けた。そのため、同職員は、同月３１日までに

納付計画を検討し、同職員に対し連絡するよう指導した。 

        しかし、Ｉは、同月３１日までに、同職員に対して連絡しなかっ

た。（乙９） 

    （ウ） 名古屋国税局徴収職員は、Ａに対し、平成２５年１１月２９日、

差押予告通知書を発送し、同通知書は、同年１２月１日、Ａに到達

した。（乙１０、１１） 

    （エ） 名古屋国税局徴収職員は、平成２５年１２月１７日、徴収法４７

条１項、６２条１項に基づき、別紙租税債権目録の租税債権を徴収

するため、別紙債権目録記載の預金債権を差し押さえた（本件差押

処分）。同職員は、同日、債権差押通知書を第三債務者であるＫ信

用金庫に送達した。（甲６、乙４） 

    （オ） 名古屋国税局徴収職員は、平成２５年１２月１７日、徴収法６７

条に基づき、別紙債権目録記載の預金債権を取り立てた。また、名

古屋国税局長は、同月２０日、徴収法１２８条及び１２９条に基づ

き、前記取り立てられた金銭を配当した。（乙１２） 

    ウ Ｂ等の法人税等について税務調査が実施された経緯 

    （ア） 浜松西税務署調査担当職員は、平成２１年１０月１３日、Ｂに対

し、平成１３年１２月１日から平成２０年１１月３０日までの７事

業年度に係る法人税及び消費税等の申告内容を確認するため、税務

調査を開始した（平成２１年税務調査）。 

        また、藤枝税務署調査担当職員は、平成２１年１０月１３日、Ａ

に対し、平成２０年７月１日から平成２１年６月３０日までの事業
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年度に係る法人税及び消費税等の申告内容を確認するため、税務調

査を開始した（平成２１年税務調査）。（乙１３） 

    （イ） 浜松西税務署調査担当職員であるＤ統括国税調査官（Ｄ統括）及

びＥ上席国税調査官（Ｅ調査官）は、平成２１年１１月１２日、Ｇ

及びＢの代表取締役であったＭに対し、浜松西税務署において、平

成２１年税務調査の結果を説明した。その際、Ｄ統括及びＥ調査官

は、Ｇに対し、平成２１年税務調査によりＡ及びＢが納付すべきこ

ととなる総額が国税と地方税を合わせて約８０００万円となる旨説

明した。 

        これを受けて、Ｂは、同日、同社に係る法人税及び消費税等につ

いて、通則法５９条に基づき、計５３００万円を予納する旨申し出、

同日、同額を予納した。（乙１３ないし１５） 

    （ウ） 藤枝税務署調査担当職員は、平成２１年１１月１９日、Ａ所在地

において、Ｉと面接し、平成２１年税務調査により、Ａが納付すべ

きこととなる国税について説明した。 

        これを受けてＡは、同日、平成２０年７月１日から平成２１年６

月３０日までの課税期間に係る消費税等の修正申告を行った。これ

により、Ａが平成２１年税務調査により納付すべきこととなった国

税は、消費税等の本税６６万０１００円及び重加算税２３万１００

０円となった。（乙１３、１６） 

    （エ） Ｂは、平成２１年１１月２０日、浜松西税務署長に対し、平成１

３年１２月１日から平成２０年１１月３０日までの７事業年度に係

る法人税及び消費税等の修正申告を行った。これにより、Ｂが平成

２１年税務調査により納付すべきこととなった国税は、法人税の本

税及び消費税等の本税を合わせて３８０３万８９００円であり、重

加算税は１５１８万８０００円となった。（乙１３） 
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    （オ） Ｂは、上記（エ）の法人税及び消費税等について、前記（イ）で

予納した５３００万円のほか、平成２２年２月２５日に３５９万５

５００円、同年４月１日に３６８万５４００円をそれぞれ納付した。

これにより、平成２１年税務調査の対象となった国税のうち、Ｂが

納付すべき法人税及び消費税等は完納となった。 

        また、Ａは、上記（ウ）の消費税等につき、平成２０年７月１日

から平成２１年６月３０日までの課税期間に係る消費税等について、

同年１１月２６日、その本税６６万０１００円を納付し、また、平

成２２年２月２５日には、重加算税及び延滞税を納付したため、平

成２１年税務調査の対象となった滞納国税は完納となった。（甲７、

８、乙１５，１７（枝番号あるものは枝番号を含む。）） 

    エ まとめ 

      前記アないしウで触れた、本件差押処分に係る国税並びに平成２１年

税務調査の対象及び修正申告に係る国税は、別紙対照表のとおりである。 

 （２） 本件訴訟提起までの経緯 

     Ａは、平成２６年２月１３日、名古屋国税局長に対し、本件差押処分に

対する異議申立書を提出し、名古屋国税局長は、同年３月１４日、上記異

議申立てを不適法なものとして却下する旨の異議決定をし、同異議決定書

は、同月１９日、Ａに送達された。（乙１８ないし２０） 

 ２ 上記認定事実及び前提となる事実等に基づき、争点につき検討する。 

 （１） 滞納処分としての差押えについては、税務署長が当該差押えをするに当

たって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と差押えを

したと認め得るような事情がある場合、当該差押えが違法であるとの評価

を受けると解される（最高裁判所第一小法廷平成５年３月１１日判決・民

集４７巻４号２８６３頁、最高裁判所第一小法廷平成１５年６月２６日判

決・金融法務事情１６８５号５３頁参照）。 
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 （２） 本件について見るに、前記のとおり、本件差押処分の対象となっている

国税と平成２１年税務調査の対象及び修正申告に係る国税は異なっており

（別紙対照表）、本件差押処分は、少なくとも、本件源泉所得税滞納分を

除いた分については、既に納付済みの国税に対してされていないのであり、

本件源泉所得税滞納分以外の国税について本件差押処分が違法となるとは

いえない。 

 （３） 原告は、本件源泉所得税滞納分について本件合意の内容に含まれると主

張するが、以下のとおり、そもそも本件合意の存在は認められない。 

    ア 納税義務の消滅原因は、納付、免除、時効、還付金の充当、滞納処分

による満足及び滞納処分の停止のみであるといえる（乙２２）。原告が

主張する本件合意は、これらの消滅原因に当たらない。これらの消滅原

因の中で、本件合意と最も近いものは免除であると思われるが、免除は、

租税債権者が一方的な意思表示により一旦成立した納税義務を解除し、

それを消滅させることであり、原告が主張する「合意」とは異なる。こ

れらのことからして、原告が主張する、納税義務を免れる効果を有する

「本件合意」の意味自体曖昧であるといえる。 

    イ 仮に本件合意が免除を意味するとしても、①Ｄ統括及びＥ調査官は、

平成２１年税務調査当時、浜松西税務署の職員であり、Ｂの法人税等に

係る調査担当者であったのに対し、本件差押処分に係る滞納国税は、平

成２１年税務調査以前にＡが滞納した源泉所得税、及びその後の平成２

５年の税務調査時において発覚したものであり、Ｂに対する平成２１年

税務調査とは何ら関係がないこと、②そもそも浜松西税務署調査担当職

員に納税額の減免や徴収猶予をする権限は法律上付与されておらず、ま

た、同担当職員が、藤枝税務署長を所轄庁とするＡの滞納国税について、

減免や徴収猶予を行うことはできないこと（原告は、同担当職員がその

ような権限がある旨の説明をしたと主張するが、統括や調査官が、他の
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管轄庁について権限があるような説明や滞納租税の納税額について裁量

を有するような発言をすることは考えにくく、また、かかる主張を認め

るに足りる証拠はない。）、③本件合意のような合意があったとすれば、

その合意は、特定の租税について納税義務が消滅するという極めて重要

な効果を生じさせるものと考えられるところ、特に担当職員としては、

例えば、口頭での合意ではなく、書面化してその納税義務消滅の範囲等

を明らかにし、後々の疑義・紛争を防ぐことを考えると思われるところ、

そのような書面等の客観的証拠は全くないことなどからすれば、本件合

意が存在したとは認められない（その他、本件合意の存在を認めるに足

りる証拠はない。）。 

    ウ したがって、本件合意の存在が認められない以上、その余について判

断するまでもなく、原告の主張は認められない。 

 （４） なお、本件差押処分は、通則法及び徴収法所定の手続を経て行われてお

り、その手続自体の違法性も認められず、職務上通常尽くされるべき注意

義務が尽くされることなく、漫然と本件差押処分がされたと認め得る事情

はなく、この点からも、本件差押処分に違法性はない。 

 ３ 以上によれば、原告の被告に対する請求は、理由がないからこれを棄却する

こととし、訴訟費用の負担について民事訴訟法６１条を適用して、主文のとお

り判決する。 
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